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西岡税理士事務所発

医 業 経 営 情 報
ＮＯ．２８

今回のテーマ：

介護予防サービスの最新情報＆各地域の介護予防ニーズ

厚生労働省が介護保険制度の見直しを進めており、現在の要支援・要介護１の高齢者

を介護保険の対象から外し、新たに設ける介護予防サービスの対象にしようとしている

事は皆様ご存じの事と思います。

介護保険サービスを提供している施設にとっては平成12年の介護保険制度導入以後で

一番大きな見直しになりますので、今最も関心のある事の一つであると思います。

そこで今回はまず平成16年11月10日の全国介護保険担当課長会議の資料を元にした最

新情報を書き、次に介護予防サービスの対象となる高齢者が各地域にどれだけいるか（各

地域の介護予防ニーズ）の予測情報を書いていきます。

Ⅰ 全国介護保険担当課長会議の内容
平成16年11月10日に厚生労働省において全国介護保険担当課長会議が開かれました。

同会議の資料のうち介護予防サービスに関する事を抜粋してご紹介致します。

介護予防サービスは地域支援事業

（仮称）の一事業として位置づけられ

ています。地域支援事業とは既存の老

人保健事業、介護予防・地域支え合い

事業及び在宅介護支援センター運営事

業を統合した事業となります。右図は

同会議の資料にある地域支援事業のイ

メージ図です。

この地域支援事業は各市町村が行い

ますが、ほとんどを民間事業者等に委

託する事になります。

次ページの図は同会議の資料にある

地域支援事業の全体像のイメージ案で

す。
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この図を見ますと、一番下のサービス提供には「市町村からの委託を受けた事業者」「指

定介護予防事業者」「指定居宅サービス事業者」の３つの区分の事業者がいる事がわかり

ます。これらの事業者は全て市町村から委託を受けた民間事業者等が実施すると同会議

の資料にも書かれています。

ところで、この３つの区分のサービスを受けられる高齢者とその手続きは次の通りに

なります。

①「市町村からの委託を受けた事業者」の提供するサービス

要介護認定を受けていない又は受けたが自立と認定された高齢者が、介護予防マ

ネジメントを経て受けられる。

②「指定介護予防事業者」の提供するサービス

要介護認定を受け要支援・要介護１と認定された者のうち新予防給付の対象とな

る高齢者が、指定介護予防支援事業者によるマネジメントを経て受けられる。

③「指定居宅サービス事業者」の提供するサービス

要介護認定を受け新予防給付の対象外となる高齢者が、指定居宅介護支援事業所

によるマネジメントを経て受けられる。（今までの介護保険）

つまり介護予防サービスと一口に言っても、実際のサービスは要介護認定外の高齢者

が受けるサービス（以下、介護予防事業といいます）と、要介護認定を受けた新予防給

付対象の高齢者が受けられるサービス（以下、新予防給付事業といいます）の２つに分
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かれます。

では介護予防事業と新予防給付事業のサービス内容の違いは何かといいますと、介護

予防事業は健康教育的事業であるのに対して、新予防給付事業は機能訓練的事業である

事の差となります。

同会議の資料から推測すると介護予防事業と新予防給付事業の具体的サービスは下記

のようになると思われます。

介護予防事業 新予防給付事業

・痴呆・うつ介護教室 ・痴呆・うつを対象とした少人数によ

・口腔ケア教室 るアクティビティ活動

・栄養改善教室 ・嚥下リハ

・転倒骨折予防教室 ・ＩＡＤＬ訓練事業

・運動指導事業 等 ・高齢者食生活改善事業

・筋力向上トレーニング事業 等

また前ページの図では介護予防マネジメントも、介護予防事業の対象者に対するマネ

ジメント（以下、介護予防マネジメントといいます）と、新予防給付事業の対象者に対

するマネジメント（以下、指定居宅介護予防支援事業者といいます）の２つに分かれて

います。

介護予防マネジメントは、地域包括支援センター（在宅介護支援センターが中心？）

の基本的な機能の一つとして位置づけられており、保健師や主任ケアマネージャーを中

心に対応する事になると思われます。具体的には介護予防事業の対象者に対して地域支

援事業を利用するよう勧奨したり、希望者に対して訪問によるアセスメントを行い、そ

の結果を受けてプラン策定まで行うとされています。

指定居宅介護予防支援事業者は、新予防給付事業の対象者に対して訪問によるアセス

メントを行い、その結果を受けて介護予防プランの策定を行うとされています。

同会議の資料には「市町村が指定する当該圏域内の居宅介護支援機関に対して委託す

ることが可能」と書かれています。つまり現在の居宅介護支援事業所が引き続き介護予

防プラン策定に当たると思われます。

大まかな介護予防サービスの仕組みは上記までに書いてきた内容となりますが、未だ

指定居宅介護予防支援事業者や指定介護予防事業者の指定要件等は検討中とされてお

り、詳細については不明のままですので、わかり次第ご報告したいと思います。
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Ⅱ 各地域の介護予防ニーズ
全国介護保険担当課長会議の内容を見ても、介護予防サービスは病医院やＭＳ法人等

いわゆる民間事業者等が出来るサービスがいろいろある事がわかります。それどころか

病医院は介護予防検診や生活習慣病予防等を通じて必ず介護予防に関わりが生じますの

で積極的に介護予防サービスを行うべきだと思います。

しかし病医院が存在する地域に介護予防ニーズが無ければ介護予防サービスを行って

も意味がなくなります。そうは言っても高齢者が住んでいる地域には確実に介護予防ニ

ーズがありますので、皆様も漠然としてではあっても介護予防ニーズがあるとわかって

いると思います。

しかし実際に介護予防サービスを行うのであれば、ある程度確実な地域ニーズを把握

しておく必要があります。

そこで地域ニーズを知るために役に立つ資料を紹介致します。

それは全国地域医業研究会という団体が作成した資料です。以下、同研究会が作成し

た調布市の資料を元に説明します。なお、ここでいう介護予防ニーズとは新予防給付事

業の対象となる高齢者の事とさせて頂きます。

上記の表は「介護需要予測」といい、要介護高齢者の発生率による人数推計を表して

います。厚生労働省がまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」によると、生活

の不活性さによって生じる心身機能の低下や変形性骨関節症などのように徐々に生活機

能が低下する「廃用症候群モデル」を介護保険の対象から外し、新たな介護予防制度の

対象にするとされています。さらに廃用症候群モデルの５割程度が要支援、要介護１で

あるとも書かれている事から平成18年度以降の介護予防ニーズが何人いるのかが大体わ

かります。

「介護需要予測」の2005年の要介護高齢者の発生率による人数推計を見ると、寝たき



- 5/6 -

りが1,906名、痴呆症が293名、虚弱が2,036名となっている。寝たきりと痴呆症は明らか

に介護保険の対象者となりますが、虚弱の約５割である1,018名が介護予防ニーズの人数

と言えます。

次に上記の表ですが「ランク別介護対象者予測人数」といい、要介護度別人数の予測

数を表しています。

「ランク別介護対象者予測人数」を見ると2005年の要支援と要介護１の人数は1,301人

となっており、「介護保険制度の見直しに関する意見」には要介護１の全てが介護予防制

度の対象になるとは書かれていない事を考えますと大体900名～1,000名が介護予防ニー

スの人数と考えられ、「介護需要予測」による予想者数とほぼ一致します。

以上２つの表で大体

の介護予防ニーズを把

握出来ますが、さらに

全国地域医業研究会で

は右図のような500ｍ

メッシュ地図というも

のも作成しています。

右図はその中でも虚弱

高齢者予測数を示した

もので、調布市緑ヶ丘

１丁目を中心とした半

径４㎞以内のどの地域

に、どれだけの虚弱高
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齢者が住んでいるのかを示しています。

500ｍメッシュ地図は上記の他に寝たきり高齢者予測数、痴呆症高齢者予測数、高齢単

身世帯数等がありますので、ニーズに合わせて使い分ける事で、事業計画を立てる上で

の貴重な資料となります。

当事務所は全国地域医業研究会の会員になっていますので、資料が欲しいという方は

ご連絡下さい。

以上、介護予防サービスの最新情報＆各地域の介護予防ニーズとしてまとめました。

今年の医業経営情報は今回で最後となります。来年は第５次医療法改正や平成18年度

診療報酬改定及び介護報酬改定の方向性が決まる年になると思いますので、常に最新情

報をご報告していきたいと思っております。

来年もどうぞよろしくお願いします。

平成１６年１２月２１日

西岡秀樹税理士事務所
http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/

文責 西岡秀樹

http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/

